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令和２年第11回筑紫野市教育委員会定例会 

 

○日     時 

  令和２年12月24日（木）午後１時59分から午後３時01分 

 

○場     所 

  筑紫野市役所 301会議室 

 

○出 席 委 員（４名） 

  教 育 長  上 野 二三夫       教 育 委 員  潮 見 眞千子 

  教 育 委 員  田 代 邦 夫       教 育 委 員  久 原   寛 

 

○欠 席 委 員（１名） 

  教 育 委 員  牛 川 由 美 

 

○出 席 説 明 員（９名） 

  教 育 部 長  長 澤 龍 彦       教育政策課長  吉 開 和 子 

  学校教育課長  嵯 峨 栄 二       学校給食課長補佐  今 村 耕 一 

  生涯学習課長  楢 木 理 恵       文化・スポーツ振興課長  大久保 泰 輔 

  主任指導主事  礒 部 年 晃       指 導 主 事  村 岡 陽 子 

  社会教育主事  田 中   翔 

 

○出席事務局職員（１名） 
 
  教育政策課 
          葉 山 順 子 
  庶務担当係長 

 

○議 事 日 程 

 １．教育委員会会議録の承認について 

    令和２年第10回筑紫野市教育委員会会議録（令和２年11月26日開催） 

 ２．教育長の報告について 

 ３．議案第32号 筑紫野市立小中学校修学旅行中止に伴うキャンセル料等補助金交付要綱の制

定について 

 ４．議案第33号 筑紫野市奨学生の選考について 
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 ５．議案第34号 筑紫野市奨学生の選考について 

 ６．議案第35号 筑紫野市奨学生の選考について 

 ７．議案第36号 筑紫野市奨学生の選考について 

 ８．議案第37号 筑紫野市奨学生の選考について 

 ４．部課長の報告について 

 ５．その他 

 ６．次回の日程 令和３年１月28日（木）14時00分 301会議室 
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会議録 

○教育長：皆さん、こんにちは。定刻となりましたので、ただいまから令和２年第11回筑紫野市

教育委員会定例会を開会いたします。 

 では、議事日程の順序に従い会議を進めます。なお、発言は議長の許可を得た後にお願いをい

たします。 

 

日程第１、教育委員会会議録の承認の件 

〇教育長：11月26日開催の令和２年第10回筑紫野市教育委員会会議録について、承認いただけま

すでしょうか。 

○（特になし） 

○教育長：御異議なしと認めます。よって、本件については承認をいただきました。 

 

日程第２、教育長の報告の件 

〇教育長 

・定例校長会（12月21日）について 

・「今年を振り返って」（新型コロナウイルス感染症対策、マスクの着用について、修学 

旅行の件について、業績評価等の作成について、冬季休業について） 

 ・管内教育長会（Ｚｏｏｍ会議）について 

・福岡教育論文、県の論文表彰について 

・綱紀の厳正な保持について 

・県の学力調査の結果について 

〇教育長：ただいまの報告について、ご質疑はございませんか。 

○（特になし） 

○教育長：質疑を打ち切ります。 

 

日程第３、議案第32号筑紫野市立小中学校修学旅行中止に伴うキャンセル料等補助金交付要綱の

制定についての件 

○学校教育課長：（提案理由の説明）  

○教育長：本件についてご質疑はありませんか。 

〇教育長：このような要綱をつくったのは初めてのケースですか。 

○学校教育課長：はい。一応初めてという形になります。今回、新型コロナウイルスに関連して

ということに限らせていただいております。 
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○教育長：他に質疑はありませんか。 

○（特になし） 

○教育長：質疑を打ち切ります。本件を承認することにご異議ありませんか。 

〇（特になし） 

〇 ご異議なしと認めます。よって、本件については原案のとおり承認されました。 

 

日程第４、議案第33号筑紫野市奨学生の選考についての件 

○学校教育課長：（提案理由の説明）  

○教育長：本件についてご質疑はありませんか。  

○（特になし） 

○教育長：質疑を打ち切ります。本件を承認することにご異議はありませんか。 

〇（特になし） 

〇教育長：ご異議なしと認めます。よって、本件については原案のとおり承認されました。 

  

日程第５、議案第34号筑紫野市奨学生の選考についての件 

○学校教育課長：（提案理由の説明）  

○教育長：本件についてご質疑はありませんか。  

○（特になし） 

○教育長：質疑を打ち切ります。本件を承認することにご異議はありませんか。 

〇（特になし） 

〇教育長：ご異議なしと認めます。よって、本件については原案のとおり承認されました。 

 

日程第６、議案第35号筑紫野市奨学生の選考についての件 

○学校教育課長：（提案理由の説明）  

○教育長：本件についてご質疑はありませんか。  

○（特になし） 

○教育長：質疑を打ち切ります。本件を承認することにご異議はありませんか。 

〇（特になし） 

〇教育長：ご異議なしと認めます。よって、本件については原案のとおり承認されました。 

 

 

日程第７、議案第36号筑紫野市奨学生の選考についての件 
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○学校教育課長：（提案理由の説明）  

○教育長：本件についてご質疑はありませんか。  

○（特になし） 

○教育長：質疑を打ち切ります。本件を承認することにご異議はありませんか。 

〇（特になし） 

〇教育長：ご異議なしと認めます。よって、本件については原案のとおり承認されました。 

 

日程第８、議案第37号筑紫野市奨学生の選考についての件 

○学校教育課長：（提案理由の説明）  

○教育長：本件についてご質疑はありませんか。  

○（特になし） 

○教育長：質疑を打ち切ります。本件を承認することにご異議はありませんか。 

〇（特になし） 

〇教育長：ご異議なしと認めます。よって、本件については原案のとおり承認されました。 

以上で、本日の議事は終了しました。続きまして、各課等からの報告に移りたいと思います。 

 

○教育部長 

・12月議会について 

○教育政策課長 

 ・12月議会補正予算について 

（普通教室にデジタルテレビ未設置校６校のデジタルテレビの設置、及び放送設備未更新校４ 

校の放送設備の更新） 

○学校教育課長 

・12月の補正予算について 

（筑紫野市小中学校修学旅行中止に伴うキャンセル料補助金） 

○学校給食課長補佐 

・令和２年度１月分の献立表について 

○生涯学習課長 

・令和３年成人式について 

○文化・スポーツ振興課長 

・毎年１月実施、筑紫野市駅伝大会の中止について 

○教育長：次に、その他のほうに移りたいと思いますが、教育委員の皆様、また部長、課長のほ
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うからございましたら、申し出てください。 

○潮見教育委員：先日、教育委員研修ありがとうございました。 

○教育長：ありがとうございました。 

○潮見教育委員：その研修のときの話です。これは、指導主事ですか、ネットトラブルがあった

ときは、何か今はもう、警察のほうに直接にというお話だったと思うのですが、今まで近本先生

から事実と真実を見極めなければいけないという話をずっと聞いてきていたので、思い出したの

ですが、警察のほうに直接、直接というかすぐ行くような状態で、子どもたちの背景、そういう

ことが起こった背景みたいなものまで警察が調査してくださるのか、学校もその辺はきちんと対

応しなければいけないのではないかと思います。多分、今までの経過があって、ネットトラブル

などにつながるということもあると思うので、そこら辺が心配だと思ったのですが、そこがいか

がなものかと思います。 

○主任指導主事：すみません。警察にといったところが、実は昨年度の２月からです。つまり、

本年の２月から通知を出してお願いをしているところです。一体どのようなことかといいますと、

ネットトラブルって実は我々が思っている以上に人権侵害であったり、人の権利を奪っていくも

のがあったりするのですが、それはかなり人によって程度の差があるのです。被害者にとっては

非常に深刻な問題なのですが、加害者にとっては「このぐらい」っていったところがあったとき

に、その部分の線引きを学校の教員ができるかといったら、非常に難しいです。 

 日々刻々、新しいトラブルの中身が出てきておりますので、その部分の知識の最新化も、やは

り学校が独自に判断するということは、かえって誤った判断を生み出してしまう可能性があるの

で、実はトラブルがあったときには、学校も警察に相談します。「保護者のほうも警察にまず相

談してください」と言っているのは、そのためです。 

 ただし、潮見委員が御心配なように、その行為の背景にはいろんなものがあろうかと思います。

それに関しては、やはり学校が児童生徒の家庭的な背景を含めて受け止めてあげ、場合によって

はいろんな関係機関とも連携しなくてはいけないと思います。しかし、その事件性や事故性に関

しては学校において判断が下せないので、まずは警察にしましょうということです。生活安全課

の青少年係とも、我々市教委のほうできちんとやり取りをしておりまして、「その中身について

は、学校でフォローしてくださいね。」とか、「こういうことは相談してあげてくださいね。」

とか、「この件については児童相談所のほうにも通告しておきますので連携してくださいね。」

というようなことで、連携を図ることはしておりますので、警察に丸投げをするというわけでは

なく、犯罪性が非常に、線引きができないので、まずは警察に預けて、そこからきちんとフォロ

ーもしながら対応していくと考えているところですが、いかがでございましょうか。 

○潮見教育委員：安心いたしました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 
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○教育長：決して丸投げはしていないということです。 

○潮見教育委員：そういうことでしょう。いや、そうじゃないかとは思いました。 

○教育長：すぐ警察に言うといったら、何か丸投げしているような印象があります。 

○潮見教育委員：何となくそう感じました。 

○教育長：今、主任が言ってくれたとおりです。 

○潮見教育委員：ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

○教育長：どうですか、最近、そういったトラブル、あっていますか。 

○主任指導主事：昨年度末まではちらほらちらほら上がってきていました。一番びっくりしたの

は、小学校２、３、４年生であっていた事案があったのです。ラインでやり取りしていて、もう

仲間に入れてあげないみたいなことをやっていました。そういったことがあっていたのですが、

今年は、なかなか学校が始まらなかったという事案もあっているので、今のところ、そういうよ

うな大きなところは上がってはきておりません。また、警察からもそのような事案について聞い

ていることはございません。 

○教育長：こういう体制がちゃんと続けばいいのですが。 

○潮見教育委員：そうです。 

○教育長：分かりました。ありがとうございました。 

○潮見教育委員：ありがとうございました。 

○教育長：ほかございませんか。 

○（特になし） 

○教育長：それでは、これで打切りをしたいと思います。 

 それでは、これをもちまして令和２年第11回筑紫野市教育委員会定例会を閉会といたします。 

 


